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○物品の製造の請負又は物品の買入れに係る指名競争入札参加者の資格及び指名等に関する規

則 

平成14年４月１日規則第25号 

物品の製造の請負又は物品の買入れに係る指名競争入札参加者の資格及び指名等に関する規

則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、物品の製造の請負又は物品の買入れ（以下「物品購入等」という。）に係る

指名競争入札の参加者の資格及び指名に関し必要な事項を定めるものとする。 

（資格の審査） 

第２条 物品購入等に係る指名競争入札に参加しようとする者は、物品購入等指名競争入札参加資

格基準（以下「資格基準」という。）に係る審査（以下「資格審査」という。）を受けなければ

ならない。 

（資格基準） 

第３条 資格審査を受けることができる者は、次に掲げる要件を具備するものでなければならない。 

(１) 金ケ崎町の区域内に営業所又は住所を有する者で、資格審査を受ける年の１月１日前１年

以上の営業実績を有する者 

(２) 成年被後見人、被保佐人又は破産者でない者 

２ 町長は、当該物品の種類、品質、価格等に照らし、特に必要と認めるときは、金ケ崎町の区域

以外の者を指名競争入札に参加させることができる。この場合において、当該者は資格審査を受

けなければならない。 

（申請書の提出） 

第４条 資格審査を受けようとする者は、町長が別に定める期間内に物品購入等指名競争入札参加

資格申請書（様式第１号。以下「申請書」という。）に、次に掲げる書類を添付して、町長に提

出しなければならない。 

(１) 資格審査調書（様式第２号） 

(２) 委任状（様式第３号） 

(３) 営業実績調書（様式第４号） 

(４) 営業証明書 

(５) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める書類 

（申請書の提出期間の公示） 
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第５条 町長は、申請書の提出期間を定めたときは、これを公示するものとする。 

（資格審査） 

第６条 町長は、申請書の提出を受けたときは、第３条に定める資格基準に係る資格審査を行い、

適格者につき資格者名簿を作成し、又はこれに追加するものとする。 

（資格者名簿への登載） 

第７条 町長は、資格審査の結果、資格者名簿に登載できなかった申請書提出者がいた場合は、不

備事項を指摘し完備させるものとする。それ以外の提出者については、資格者名簿に登載したも

のとみなし、通知は行わない。 

（資格者名簿の有効期間） 

第８条 資格者名簿の有効期間は、２会計年度限りとする。ただし、２会計年度経過後、翌２会計

年度に係る資格者名簿が作成されるまでの間は、前２会計年度の資格者名簿をもってこれに代え

るものとする。 

２ 前項に規定する資格者名簿の有効期間途中において、当該資格者名簿に追加して登載された者

の有効期間は、当該資格者名簿の期間とする。 

（資格者名簿からの抹消） 

第９条 町長は、資格者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該資格者を資格

者名簿から抹消するものとする。 

(１) 成年被後見人、被保佐人又は破産者となったとき。 

(２) 申請書又はその添付書類に故意に虚偽を記載して資格者となったことが明らかになったと

き。 

(３) 資格者の責めに帰すべき理由により物品購入等の契約を解除されたとき。 

(４) その他著しく不適正な行為のあったとき。 

２ 町長は、前項の規定により資格者を資格者名簿から抹消したときは、直ちに当該資格者に通知

するものとする。 

（指名の基準） 

第10条 町長は、物品購入等に係る指名競争入札の参加者を指名するときは、資格者のうちから行

うものとする。 

２ 前項の規定により指名する場合においては、次に掲げる事項を勘案しなければならない。 

(１) 信用状態 

(２) 不誠実な行為の有無 
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(３) 物品の納品実績及び営業能力 

(４) 町税滞納の有無 

(５) 技術員等職員の数 

(６) 営業年数 

(７) その他必要と認められる事項 

（指名停止基準） 

第11条 町長は、資格者がその職務に関し不正の行為があったことの事実を知り得たときは、次の

各号に定める基準により指名を停止する。 

(１) 法人の代表者又はその代理人若しくは法人以外の者（使用人を除く。）に不正があった場

合 ２年以内 

(２) 著しく粗悪な物品を納品したと認めるとき。 １年以内 

(３) その他契約条項に違反し、契約を解除されたとき。 １年以内 

２ 町長は、資格者が営業不振のため不渡手形等を発行したとき、又は発行するおそれがあると認

められるときは、その営業が再開されると認められるときまで指名を停止することができる。 

（準用） 

第12条 物品購入等の契約を随意契約の方法により締結する場合は、この規則の例による。 

附 則 

この規則は、平成14年４月１日から施行する。ただし、町営建設工事の請負契約に係る指名競争

入札参加者の資格及び指名等に関する規則（平成10年金ケ崎町規則第28号）の規定により提出して

いる資格者は、平成15年３月末日までに提出があったものとみなす。 
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様式第１号（第４条関係） 
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様式第２号（第４条関係） 
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様式第３号（第４条関係） 
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様式第４号（第４条関係） 

 


